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洋野町立種市中学校 
 

Ⅰ 本校における学校安全危機管理の目的 
 

１ 危機管理の目的 
・ 危機発生時に，生徒及び教職員の安全の確保を図るとともに，日常においても，

施設の点検等の安全管理に努める。 
・ いかなる事態に際しても，組織として取り組むことができる体制を確立する。 
・ 保護者や地域及び教育委員会等関係機関との連携を強化する。 
・ 情報の一元化を図る。 

 

２ 危機管理の段階 

 危機の予知・予測 
○ 過去に発生した事例から，危機発生の原因や経過等を分析･検討することに

より，危機の予知･予測に努める。 

○ また，子どもたちや社会環境，自然環境等の変化にも十分注意を払い，今後

新たに発生する可能性のある危機についても想定し，予知･予測に努める。 

 

 

 

  危機の防止または回避･危機対処の諸準備 
   ○ 日常の生徒及び教職員に対する訓練等を実施するほか，施設･設備に関する

定期的な点検等を実施するなど，危機への未然防止に向けた取り組みを行う。 

 

 

 

  危機発生時の対処 
   ○ 危機が発生した場合，「命を守ること」を最優先し，生徒及び教職員の安全

の確保を図るとともに，全職員が一致協力して危機に対処する。また，初期の

対応が重要であることを十分に認識し，初動体制を確立する。 

 

 

 

  危機の再発防止 
   ○ 危機終息時において，危機への取り組み状況を点検し，再発防止に万全を期

す。 
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Ⅱ 危機発生時における緊急対策 
 

 

事故や事件が発生した直後は，短時間に多くの対応が求められることから，それに戸

惑うことなく，本マニュアルにより初動体制を確認し，危機管理にあたること。 
 

 

１ 危機発生時の対応 
（１）直ちに校長及び副校長（不在の場合は，教務主任，生徒指導主事等，必ず中心に

なって指示にあたる者を置く。）に，何が何処で発生したかを連絡する。 
（２）何を最優先にしてどのように対応するかについて，本マニュアルに従って冷静に

判断し，適切に対応する。 

 

 

２ 現地対策本部の設置 
（１） 対策本部を設置 
（２） 全職員への周知 
（３） 情報の収集や分析･判断 
（４） 対応方針の決定 

（５） 役割分担の指示 

（６） 所在を明らかにしておく 

（７） 報道機関への対応（窓口は，管理職とする。） 

 

 

３ 正確な情報の収集及び共有化 
憶測や風評による無用な混乱を防ぐ。 

 

 

４ 関係機関との連携 
教育委員会や警察等の関係機関と常日頃から連携を図り，危機発生時は勿論，平常

時においても指導助言が得られるように努める。 

 

 

５ 保護者･地域との連携 
保護者や地域と常日頃から連携を図り，協力して生徒を守る体制の整備を図る。 
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1 救急（応急）措置             

・発見者は，生徒の意識の有

無･顔色･呼吸･脈拍等を確

認し，負傷生徒の応急処置

を行う。 

・発見者は，周囲にいる者に救

急車の出動要請（頭，目，脊

髄のけがについては，救急

車の要請をためらわないこ

と。），校長への連絡，他の職

員への応援を依頼する。 

・発見者は，他の生徒を救急活

動の障害にならない場所に

移動させる。 

・養護教諭は，負傷した児童の

応急処置を引き継ぐととも

に，速やかに概要を校長及

び副校長に報告する。 

・担任は，保護者に連絡し，希

望する病院があるか等の確

認をする。 

・救急車到着後は，救急隊員に

事故発生時の状況や応急処

置等の状況等を説明する。 

・養護教諭は救急車に同乗又

は，別途，搬送先の病院に向

う。 

・状況により，教育委員会及び

学校医へ連絡する。    

２ 状況把握             
  
・教職員は，分担して状況把握

に努め，場合によっては生

徒の指導等にあたる。 

1 初期対応             

・火災･地震への対応は，消防計

画･安全計画に基づいて，迅速

かつ安全に行う。 

・火災発見者は，直ちに火災報知

器を作動させ，発火場所と火災

の状況を職員室に連絡する。 

・校長は火災の報告を受けたら，

直ちに１１９番通報し，校内放

送により避難指示をする。 

・避難指示を受けた教職員は，生

徒に対し落ち着いて避難する

ように指示し，所定の避難場所

に誘導する。 

・校長は，関係機関に通報し併せ

て必要な指示を受ける。 

 
 

２ 避難後の対応         
  
・教職員は，避難場所に移動，人

員確認をする。 

・負傷者の有無を確認し，応急救

護を行う。 

・消防・警察等が到着した場合，

その後の対応については指示

に従う。 

・生徒の避難後，安全確認のうえ，

保護者に連絡し，直接，速やか

に引き渡す。 

・火災発生の経緯や状況につい

て，可能な限り情報を集め，事

実を正確に把握し，記録する。 

1 状況把握･伝達        
 
・教職員へ緊急連絡 

 （大声，火災報知器等で知ら

せる） 

 

２ 隔離・通報            
 
・不審者の侵入を阻止し，空き

教室等へ隔離する。 

・１１０番通報 

・教育委員会への緊急連絡･ 

 支援要請 
   

３ 生徒の避難誘導       
 
・防御（暴力の抑止と被害拡大

の防止） 

・移動阻止 

・全校への周知，生徒の掌握 

・避難誘導 

・教職員の役割分担と連携 
   
４ 負傷者がいた場合の  

  対応               
 
・救急車到着までの応急手当 

・１１９番通報 

・被害者等への心のケア 
   

５ 事後の対応や措置     
  
・状況の整理と提供 

・保護者等への説明 

・生徒への心のケア 

Ⅲ 危機の内容による対応や連絡の方法 
 

危機発生時における対応や連絡については，その内容によって異なるため，事故や事

件の状況に応じた的確な対応及び正確で敏速な連絡を行うこと。 

 

 

不審者への緊急対応    学  校  事  故    学校での火災･地震等 
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Ⅳ 不審者への緊急対応 
本校は，監視カメラ等の設置や通常の施錠により「校地内にどこからでも入ることができる」「校舎

の裏など死角が多い」等，『入りやすく，見えにくい』という不審者対応上の問題は多くはないが，不

審者への緊急対応については，次のマニュアルに基づき組織的に行動すること。 

 不 審 者 へ の 緊 急 対 応   
                       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関係者以外の学校への立ち入り 

不審者かどうか 

立ち入りの正当な

理由なし 
 

正当な理由あり 職員室に案内する 
 

退去を求める 対応１

退去しない 
退去した 再 び 侵 入

したか 

解決 

侵入しない 

危害を加える 
恐れはないか 

ある ない 再び退去を求める 再 び 侵 入
したか 

侵入した 

侵入しない 

隔 離 ・ 通 報 す る 

＜組織的対応１＞ 
教職員へ緊急連絡 
暴力行為抑止と退去の説得 
１１０番通報 
別室に案内し，隔離 
町教育委員会へ緊急連絡，支援要請 

対応２

隔離ができない 

 子 ど も の 安 全 を 守 る 

＜組織的対応2＞ 
防御（暴力行為の抑止と被害拡大の防止） 
侵入者の移動阻止 
全校への周知，生徒の掌握，避難誘導 
教職員の役割分担と連携 
警察による保護・逮捕 

対応３

侵入した 

  
※負傷者が発生
した場合の対応
については，事故
発生時の緊急連
絡と同様とする。 

※状況に応じて，対応３
を並行して実施 
（侵入後に発見し，チェ
ック１，２ができなかっ
た場合） 

初 

め 

の 

対 

応 

緊 

急 

事 

態 
発 
生 

時 

の 

対 

応 

負傷者が 
いるか 

チェック２：職員室への誘導表示 

チェック１：「関係者以外立入禁止」表示 

チェック３：入校前の対応 
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Ⅴ 学校事故 
 

 

学校事故の対応は，学校と保護者，地域との信頼関係の最も基本となるところである。 

万難を排し，万全を尽くすこと。子どもがあっての学校である。危機管理の基本であること 

に，最初の一歩を誤らないこと。保護者に対し，常に誠意ある対応を心がけること。 
 

 

１ 学校事故の留意事項 
（１）生徒の動向把握と安全点検の徹底 
  ① 日常の見回りと指導の強化に努める。 

  ② 安全点検を実施（毎月実施・破損や不備がないかどうか。）する。 

（２）事故発生時の対応について 

  ① 正しい病状の把握と判断 

・ 養護教諭だけに任せず，校長，副校長も加わって判断する。 

・ 頭部や顔面（歯，目），脊髄などのけがの場合，最悪を想定してすばやく行動する。 

・ 必要に応じて救急車の手配を躊躇しない。 

・ 管理下内の学校事故については，学校側から病院まで付き添いをすることを原則とする。 

・ 当事者（加害生徒等）へのケアも怠らない。 

② 病院にて 

・ 正確な情報把握と校長への報告をする。 

・ 保護者への説明，謝罪等を丁寧に行う。 
 

 

２ 学校事故の報告について 
（１）日本スポーツ振興センターの適用を受ける事故の発生（医療機関の診断，治療を要する内容）の

場合，教育委員会あて報告（速報）すること。 

① 交通事故については，全て報告 

② 生徒が教育活動に著しく支障をきたす場合（入院，手術，骨折，靭帯損傷，ギブス固定，精密

検査，数針以上縫うけが等） 

③ 社会的な責任問題等，話題性や関心事となるような場合 

④ 後日問題が発生されることが予想される場合（訴訟，提訴） 

（２）学校からの速報は，町教育委員会で示されている報告様式の記載項目に沿って記述すること。 
 

 

３ 終息後の対応 
（１）原因の究明・再発防止 

校長は，事故に関わる情報を整理･記録するとともに，事故原因や問題点を調査し，反省と改善

について全職員の共通理解を図り，再発防止に全力を尽くす。場合によっては，ＰＴＡ役員や保護

者への説明会を行う。 

（２）支援･援助 

校長と関係職員は，負傷した生徒を見舞うとともに，保護者に事故の経緯を説明し災害共済等の

手続きについて説明を行う。 

（３）心のケア 

負傷した生徒及び周囲の生徒でショックを受けている者がいる場合は，関係機関との連携を図

り，専門家に依頼する等，心のケアを行う。 
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 事 故 発 生 時 の 緊 急 連 絡  
              

               洋野町立種市中学校 
TEL ０１９４－６５－２１３８ 

FAX ０１９４－６５－５５５１ 
住所 岩手県九戸郡洋野町種市２５－２９ 

  

 

事故災害発生 ①応急処置   

 発 見 者  ②急  報 

        ③状況把握 

 

 

 

 

 

                       

  

   

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

急報の仕方 
１ いつ（発生日時） 
２ だれが（学年，組，氏名） 
３ どこで（場所） 
４ どこを（部位） 
５ どうした（状態，状況） 

学 校 医 
国保種市医院 ６５－２１２７ 
  磯崎医師 

救急医療機関 
青森労災病院   0178-33-1551 
八戸赤十字病院 0178-27-3111 
久慈病院    ５３－６１３１ 
中沢整形ｸﾘﾆｯｸ  0178-35-2914 
八戸市民病院救急センター 

０１７８－７２－５１１１ 

当事者の保護者 
・状況を知らせる。 
 

久慈警察署種市交番 
６５－２１３３ 

 

洋野消防署 
６５－３００１ 

 
＊１ 事故報告は速やかに行うこと。                          
＊２ 外部への対応は管理職とすること。（窓口の一本化）                 
＊３ 可能であれば，負傷状況を見ていた教職員が付き添い，その後保護者に引き渡すまでは， 

引き続き付き添うこと。 

担   任 
 

校 長 
副校長 
教務主任 養護教諭 

 

①救急車両要請：頭部のけが等緊急を要する 
②救急タクシー：受診が必要だが保護者不可能 
③保護者依頼：受診が好ましく保護者可能 

町教育委員会 
TEL ６５－５９２０ 
FAX ６５－５９２６ 

保 護 者 
・疾病状況を知らせる。 
・希望する病院の確認 
・来院か来校の有無及び確認 
・保険証持参依頼 
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Ⅵ 火災･自然災害 
 

１ 学校での火災発生 

（１）初期対応 

① 火災発見者は，直ちに火災報知器を作動させ，発火場所と火災の状況を職員室に連絡する。 

② 校長は火災の報告を受けたら，直ちに１１９番通報し，校内放送等により避難指示をする。 

③ 防火管理計画自衛消防活動に基づき，次の活動を行う。 

 ア 指揮係      自衛消防組織の指揮 

 イ 避難誘導係    生徒が落ち着いて避難できるよう，所定の避難場所へ誘導 

 ウ 消火係      初期消火活動 

 エ 通報連絡係    関係各所への連絡，指揮係からの指示伝達 

 オ 搬出係      「非常持出」物の搬出，管理 

 カ 警備係      非常口開放，防火扉閉鎖等の確認 

 キ 救護係      負傷者への応急処置，支援を必要とする生徒への援助 

④ 校長は，関係機関に通報し，併せて必要な指示を受ける。 

（２）避難後の対応 

① 教職員は，避難場所に移動，人員確認を行う。 

② 負傷者の有無を確認し，応急救護を行う。 

③ 消防・警察等が到着した場合，その後の対応については指示に従う。 

④ 生徒の避難（安全確認後），保護者に連絡し，速やかに直接引き渡す。 

⑤ 火災発生の経緯や状況について，可能な限り情報を集め，事実を正確に把握し，記録する。 

⑥ 校長は，火災事故が終息するまで，被害状況等について，教育委員会に報告する。 

⑦ 校長は，火災事故が終息した場合は，事故の概要を取りまとめ文書で教育委員会に報告する。 

（財産事故報告，学校事故報告） 
 

２ 学校での地震・津波・自然災害等 

（１）状況把握 

① 生徒の人的被害（安否）を確認する。 

② 施設･設備･通信手段の被害状況を確認する。 

③ 学校周辺の被害状況及び避難場所を確認する。 

（２）救急（応急）措置 

① 防災体制を速やかに整え，救護活動と安全で的確な避難誘導にあたる。 

② 発火物の適切な処置と確認をする。 

③ 通信手段の確保を図る。 

（３）関係機関との連携 

① 教育委員会に随時報告し，その指示，様式等に従う。（避難所指定を含む） 

② 警察，消防，医療機関との連絡体制の確保を図る。 
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（４）情報の収集，及び発信の一元化 

① 各種報道機関による情報発信を受け，その収集と確認を行う。 

  ② 校内の人的，施設･設備被害の的確な情報収集と確認を行う。 

  ③ 報道機関等外部への情報提供には，管理職があたる。 
 

（５）保護者への連絡･報告 

① 生徒の保護者へ速やかに連絡する。（連絡網，緊急メール，防災無線等） 

② 発令される指示等により，次の対応を基本とする。 

 ア 警報及び強い避難命令等 

   学校で待機させ，解除まで引き渡しを行わない。解除後，保護者に引き渡す。 

 イ 注意報及び避難勧告等 

   被害が予想されない場合は通常通りの下校とする。 

予想される場合は，協議のうえ，時間変更及び保護者に引き渡す。 

③ スクールバスの運行については，状況により判断し，連絡する。 
   

３ 在家庭及び登下校時における自然災害，Jアラート（緊急警報）等 

（１）在宅時 

① 前日までの気象情報等により，近隣の小中学校の対応状況を把握しながら，校長・副校長・教務

主任・生徒指導主事等が協議，判断する。 

ア 警報及び強い避難命令等が予想される場合は，休校や自宅待機とし，全職員及び保護者に緊急

メールシステムを用いて，連絡する。 

イ 注意報及び避難勧告等の場合は，全職員及び保護者に緊急メールシステムを用いて，判断の結

果と注意喚起の継続を伝える。 

② 当日６：００までの気象情報等により，校長・副校長・教務主任・生徒指導主事等が協議，判

断する。 

ア 警報及び強い避難命令等が発令されている場合は，休校や自宅待機とし，全職員及び保護者に

緊急メールシステムを用いて，連絡する。 

イ 注意報及び避難勧告等の場合は，全職員及び保護者に緊急メールシステムを用いて，判断の

結果とスクールバス等の登校方法を伝える。 

  ③ 保護者の判断により，登校を遅らせる，又は欠席させる。 

④ スクールバスの時程変更を伴う場合は，担当者は教育委員会及び運行会社へ速やか連絡する。 

  ⑤ 生徒や職員の状況，施設・設備，学区内の状況を把握し，教育委員会に報告する。 

（２）登下校時 

  ① 災害発生時や警報等の発令時に備え，次のことを指示，徹底する。 

ア 身を守ることを第1とし，慌てずに行動する。 

イ 近隣の公共施設等に行き，学校への情報伝達を依頼する。 

  ② 生徒の安否確認を行い，保護者へ緊急メール等を用いて連絡する。 
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Ⅶ 保健・衛生に関する事項 
 

保健･衛生に関する事項については，過去の事例等から想定される事項を洗い出し，日常における未然

防止のための対応を十分行うとともに，事故発生の場合は，速やかに適切な対応を行うこと。 

 

１ 感 染 症（新型コロナウイルス含む） 

（１）状況把握 

① 校長は，日常の健康観察等により，生徒の欠席状況や罹患状況を把握する。 

② 校長は，地域内における感染症の発生･流行状況の把握に努める。 

（２）救急（応急）措置 

① 罹患した生徒及びその疑いがある生徒には，保護者に連絡し，家庭での安静及び医療機関での

適切な治療が受けられるように指導する。 

② 校長は，欠席率が通常の欠席率より高くなった時，又は，罹患者が急激に多くなった時は，状況 

（学級，学年全体，学校全体，地域の流行状況）を把握し，学校医の指導を得て，時期を失するこ 

となく出席停止，臨時休業（学級閉鎖，学年閉鎖，学校閉鎖）の措置を講ずる。 

（３）関係機関との連携 

   校長は，学校医，教育委員会との連携，情報交換に努める。 
 

 

 

 

 

（４）情報の一元化（報道機関等への対応） 

窓口を校長及び副校長とし，混乱を避ける。 

（５）終息後の対応 

① 校長は，学校医，保健所等から感染症に関わる情報を取得・整理し，保健管理，保健指導を行う。 

② 事後措置の報告を教育委員会に行う。 

（６）予防措置 

① うがいや手洗いの励行等，一般的な予防法の指導を徹底する。 

② 感染症予防についての保健指導を徹底する。 

③ 生徒の日常の健康の保持･増進対策を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

学 校 保護者 

学校医 

町教育委員会 

保健所 

県北教育事務所 県教育委員会 

保健福祉部 
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２ 食 中 毒 

（１）状況把握 

① 校長は，生徒の欠席状況や異常の有無などの状況を把握する。 

② 校長は，学校医，保健所，医療機関等からの状況の把握に努める。 

（２）救急（応急）措置 

① 校長は，生徒の健康状況に応じ，当日の学校運営の措置を講ずる。（出席停止，臨時休業） 

② 校長は，事後の計画を立て，健康診断，消毒等の予防措置をとる。 

③ 校長は，原因と思われる全ての食品の廃棄禁止，生徒の嘔吐物の保存措置をとる。 

（３）関係機関との連携 

① 校長は，速やかに教育委員会に第一報を入れるとともに，学校医，保健所に連絡する。 

② 校長は，対策委員会を設置し，学校･家庭･地域及び専門機関が一体となって取り組める体制を

作る。 

③ 校長は，保健所の指示に従い，検査や調査に前面的に協力し，立ち入り検査には的確に対応す

る。 

④ 校長は，速やかに教育委員会に報告を行い，その後も状況の変化に応じて続報を入れる。 

⑤ 保護者に対しては，ＰＴＡ役員会，保護者説明会等を設け，状況を説明するとともに，必要な調

査の協力を依頼する。 

（４）情報の一元化（報道機関への対応） 

① 窓口を校長及び副校長とし，混乱を避ける。 

② 職員の役割分担を明確に指示し，生徒の健康状況の把握，関係機関への対応の記録等の収集に

あたる。 

（５）終息後の対応 

① 食中毒の発生原因については，関係機関の原因究明に協力し，原因除去，再発防止に努める。 

② 校長は，情報を整理し，食中毒の原因を調査して，状況報告書等を作成し，教育委員会に提出す

る。併せて，事後措置の報告を行う。 

③ 重症の生徒には，登校後もその健康状況に注意する。 

④ 生徒に対して，食中毒の正しい知識，手洗いの励行，衛生習慣の徹底等の健康管理に対する指導

を行う。 

（６）予防措置 

① 手洗いの励行等，一般的な予防法の指導を徹底する。 

② 食中毒予防についての保健指導を徹底する。 

③ 生徒の日常の健康の保持･増進対策を行う。 
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３ 給食への異物混入 

（１）応急対応 

① 担任は，生徒の負傷の有無を確認し，校長に報告する。 

② 校長は，報告を受けた時点で直ちに校内放送等を使い，給食を中断するように指示をする。 

（２）状況把握 

① 校長は，異物発見時の混入の状態，異物の大きさ等を確認し，現物を保管する。 

② 校長は，食品搬送・搬入に携わった者と搬送・搬入状況（時刻等）を確認する。 

③ 異物混入のあった学級・学年以外でも，残菜に異常がないか各担任が確認し，後片付けをする。 

④ 来校者の確認をする。 

⑤ 校長は，翌日以降の給食の中止，又は献立変更について対応策を検討する。 

（３）関係機関との連携 

  ① 校長は，速やかに教育委員会に第一報を入れるとともに，警察，保健所に連絡し，今後の対応策

についての指導･助言を得る。 

② 校長は，対策委員会を設置し，学校･家庭･地域及び専門機関が一体となって取り組める体制を

作る。 

③ 校長は，警察や保健所の指示に従い，検査や調査に前面的に協力し，立ち入り検査には的確に対

応する。 

④ 校長は，速やかに教育委員会に報告を行い，その後も状況の変化に応じて続報を入れる。 

⑤ 保護者に対しては，ＰＴＡ役員会，保護者説明会等を設け，状況を説明するとともに，必要な調

査の協力を依頼する。 

（４）情報の一元化（報道機関への対応） 

① 窓口を校長及び副校長とし，混乱を避ける。 

② 職員の役割分担を明確に指示し，生徒の健康状況の把握，関係機関への対応の記録等の収集に

あたる。 

（５）終息後の対応 

① 関係機関の協力を得て原因究明にあたる。 

② 校長は，情報整理，原因調査を行い，状況報告書等を作成し，教育委員会に提出する。併せて，

事後措置の報告を行う。 

③ 生徒に対して，食べ物に異物が混入されることは人命に関わることであり，絶対にあってはな

らないことを指導する。 

（６）予防措置 

① 食品が搬入されてから，担当者が監視にあたる。（空白の時間がないようにする。担当者が離れ

る場合は，他の職員が代わって行う。あるいは，保管場所に施錠する。） 

② 日常の管理（搬入時間，保管方法）について確認する。 

③ 万一，事故が発生した場合に備え，迅速な対応の仕方を心得ておく。 
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Ⅷ 登下校時における具体的指導 
 

 

登下校時における不測の事態が発生することもある。これらの対処について，日常の学校生活にお

いて，状況別に具体的な対処法を教え，安全を確保や被害を最小限にする自衛手段として指導する。 
 

 

１ 不審者に遭遇した場合 
◆ 次の（１）（２）について事前に指導しておく。 

  (１) 身の安全の確保を最優先すること。 

  (２) 暗くなってから下校する場合，保護者の迎えやスクールバス利用者以外の生徒はできる限り 

複数で帰ること。 
 

その上で 

【一人でいる時に遭遇した場合→ 一番近くの家や店に駆け込み，助けを求める】 
 

 

 

２ 熊などの野生生物に遭遇した場合 
◆ 熊と突然であったときに，これなら絶対安全という避難方法はないため， 

【熊が目撃された場所には近づかないこと】が第一 

◆ 熊と人の間に保つべき距離「臨界」についても，事前に指導しておく。 

（１） 子連れの場合：20ｍ，それ以外12ｍ以上が臨界距離。 

（２） 臨海を越えて接近すると，攻撃することがある。 
 

その上で，遭遇した場合は 

【20ｍ以上離れている場合】→走らず，熊の様子をうかがいながら離れる 

【距離が近く，熊が気付いている場合】→目を離さず，熊が立ち去るのをじっと待つ 

※刺激しないよう木に登るのも一つの方法 
 

 

 

 

 

 
 

３ J-アラートなど避難命令が発令した場合 
→指示に従う（身の安全の確保を最優先にする） 

※平成29 年10 月 洋野町ホームページにて示された『弾道ミサイル落下時の行動 

について』の資料 参照 
 

 

 

 

 

＜避けるべき行動＞ 

熊を驚かせる ⇒ “×” 絶対に避けること！ 

 慌てて逃げる，大声を出す⇒“×”とても危険！ 
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Ⅸ 個人情報流出への対策及び予防策 
 

１ 日頃から留意すべき事項 

（１）情報収集について 

① 情報提供者に利用目的を説明し、了解を得る。 

② 利用目的に必要な範囲の情報のみを収集する。 

③ 思想、信条、信教など自由権に関する個人情報及び人種、民族、犯罪歴、その他の社会的差別の 

原因と認められる情報を収集しない。 

（２）情報活用について 

① 目的達成のために必要かつ最小限の範囲で活用する。 

② 他の組織などに提供しない。 

（３）情報管理について 

① 教育上必要と認められる生徒等に関する個人情報を扱う業務を行うときは、校務系情報システ 

ムを用いる。また、個人情報はセキュリティシステムサーバー等の所定の記録媒体に記録する。 

② 個人情報を含むデータの移動の際、不要になった個人情報は速やかに消去又は処分する。 

③ 情報機器・記録媒体等は、職場外に持ち出さない。 

（４）教職員研修等について 

① 適正な個人情報の取り扱いに関する研修を実施し、個人情報保護の徹底を図り、円滑な学校運 

営のもと、保護者や地域に対する信頼を高めるように努める。 

② 特に、法令、条例等を踏まえた個人情報保護の意義、学校における個人情報の種類や現在の管理 

体制、適正な個人情報取り扱いのための対処法についての研修を行う。 

（５）その他 

① 長時間席を外すときは、パソコンの画面を閉じるかログアウトする。 

② ウイルス感染、個人情報漏洩等のトラブルが発生した場合は、速やかに校長に報告する。 
 
 

２ 生徒への指導 

これからの社会を主体的に生きる生徒の育成を目指し、「ＧＩＧＡパソコン活用のルール」を設定 

し、それに基づく指導を徹底して行っていく。 
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